


　これは、焼津市の文化や社会を創造するための条例です。

　未来を担う子どもたちが健やかに成長でき、誰もがいつまでも住み続けたいと思え

るまちにしていくために、市民・議会・行政の役割やルールが定められています。

　地方分権が進み、焼津市で「地域の特性を活かした行政運営」や「市民参加」「市民・

議会・行政の協働によるまちづくり」を推進していくことが求められています。

　また、東日本大震災により、地域コミュニティの重要性が再認識された一方、少子

高齢化、子育てや介護、防犯、環境問題など、地域と行政が一体となって取り組まな

くてはならない課題が増えています。

　そのため、地域と行政の協働によるまちづくりを行うための条例が必要になりました。

　市民の皆さんが主体となった「焼津市自治基本条例を考える市民会議」が平成 23

年 11 月に設置され、およそ２年の歳月をかけて条例案を検討しました。

　また、この市民会議のほかに、市民の皆さんとの意見交換の場を設け、より多くの

市民の思いを盛り込んだ条例の骨子案を作成し、平成 25 年 9 月市長に提出しました。

　この骨子案をもとに行政が条例案を作成して議会に提案し、平成 26 年 2 月の市議

会定例会で全会一致で可決され、「焼津市自治基本条例」が制定されました。

　市民・議会・行政の三者が「目指すまちの姿」を共有することで、より良い自治を

確実に進めていくことができるようになります。

　また、今後さらに条例の基本原則「情報の共有」「市民参加」「協働」と「対話によ

る合意形成」をより一層進めることで、住みよいまちに変えていくことができます。
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　このパンフレットでは、まちづくりを推進していくための
基本的な事項を定めた「焼津市自治基本条例」の概要を紹介
します。

焼津市自治基本条例って何？

どうして、自治基本条例が必要なの？

自治基本条例をどうやってつくったの？

自治基本条例ができると何が変わるの？
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自治基本条例とは

焼津市公認キャラクター
「やいちゃん」



　まちづくりの情報は、市民・議会・行政の三者で共有します。議会
や行政が持っている情報や、地域で活動している市民だからこそ持っ
ている貴重な情報をお互いに提供し合い共有し、まちづくりに活かし
ていきます。

 
　まちづくりには、市民参加が重要です。
　市民は、市の行事に積極的に参加したり広報紙やインターネットなどさまざまな
方法で情報を取得し、また、市民自らも地域の情報発信に努めます。
　議会と行政は、まちづくりを推進していくために、市民が参加しやすいよう、さ
まざまな機会を設けます。
　　

　市民、議会と行政は、地域課題の解決に向けて対話の場を設け、お互いを理解して、
目的を共有し、対等な立場でまちづくりを進めます。
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自治基本条例では次の基本原則を定めています。

目指すまちの姿

１ 情報共有の原則

２ 参加の原則

３ 協働の原則

自治基本条例の考え方

未来を担う子どもたちが健やかに成長できるまち

誰もが安心して幸せにくらし続けることができるまち

市民に愛されるまち

　まちづくりには、市民が集まり、議論し、知恵を出し合い、
みんなで実行していくことが大切です。
　みんなで話し合い、合意形成を図ることでより良いまち
を目指します。

市民同士の対話が大切です。

みんなが いつまでも
住み続けたいまち

市 民

行 政議 会
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みんなの役割分担

市民と市（議会・行政）の役割

　市民、市（議会・行政）がそれぞれの役割と責任を認識し、お互いに尊重し合い「み
んなが主役のまちづくり」を進めていきます。

●市政の情報を知ること
●市政に参加すること
●互いに認め合い思いやること
●住みよいまちづくりの実現に
　努めること
●対話による合意形成

●開かれた議会運営
●条例の制定、行政運営の監視、
　政策の立案
●市民の意志を市政に反映

●市政情報の提供
●市政運営に関する説明
●市民参加の体制の整備
●対話による協働の
　まちづくりの推進

まちづくりの基本原則

■情報の共有
■市民参加
■協働

市　民

議　会
（議員）

市民の定義
・市内に住所を有する人（住民）
・市内に通学・通勤する人
・事業者
・地緑コミュニティ（自治会など）
・公益コミュニティ（ＮＰＯなど）

行　政
（市長・職員）
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〈まちづくり活動に参加しましょう！〉
◆ 市民は、まちづくりの当事者として、さまざまなまちづくりの活動に参加し、住み

よいまちの実現に努めましょう。
◆ 市の説明会などに参加するほか、広報紙やインターネットなどで、情報を収集する

とともに、まちづくりに関する情報を発信しましょう。

〈課題解決のために話し合いましょう！〉
◆ 市民は、お互いを認め合い、思いやりの心を大切にして、市民同士の
　対話を十分に行いましょう。

〈災害に備えましょう！〉
◆ 日頃から防災に関心を持ち、大地震などの自然災害の発生に備え、
　災害に強い地域づくりに努めましょう。

〈市民の声を市政に反映させます！〉
◆ 地域の課題や市民の意見を把握し、市政に反映させるよう努めます。
◆ 市政運営の監視機能を果たしていきます。
◆ 市民に分かりやすく説明し、開かれた議会運営に努めます。
◆ 政策立案の充実に努めます。

〈市民が参加しやすい環境をつくります！〉
◆ 市は、まちづくりのための政策や事業の決定などにあたり、市民が参加しやすいよ

うにさまざまな形での参加の機会を設けます。
◆ 市民との対話を大切にし、市民に分かりやすく説明します。
◆ 市は、さまざまな方法で、市民が必要とする情報をより早く適切に発信します。
◆ 市民と議会・行政が、それぞれの立場や特性を認め合い、目的を共有し、協働によ

るまちづくりを進めます。

〈適正な市政運営を行います！〉
◆ 市の政策を総合的かつ計画的に進めるため、総合計画を策定します。
◆ 効率的かつ効果的にまちづくりを進めるために行政評価を行い、その結果を市民に

分かりやすく公表します。
◆ 財政計画をつくり健全な財政運営を行い、また、　

財政状況を市民に分かりやすく公表します。
◆ 大地震などの自然災害の発生に備えて、市の機能を

維持・継続できるような体制を整備します。

市民の役割

議会（議員）の役割

行政（市長・職員）の役割



自治基本条例の構成
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焼津市条例第１号

焼津市自治基本条例

目　次
前　文
第１章　総則（第１条－第４条）
第２章　市民が尊重されること及び守ること等
　　　　（第５条－第 10 条）
第３章　議会及び議員の役割及び責務
　　　　（第 11 条・第 12 条）
第４章　市長等及び職員の役割及び責務
　　　　（第 13 条・第 14 条）
第５章　市民参加及び協働（第 15 条－第 18 条）
第６章　市政運営（第 19 条－第 24 条）
第７章　他の自治体との連携及び協力（第 25 条）
第８章　危機管理（第 26 条・第 27 条）
第９章　条例の実効性の確保及び見直し
　　　　（第 28 条－第 30 条）
附　則

 
　焼津市は、日本一深い湾である駿河湾に臨み、東
洋一の漁港とうたわれた焼津港や大井川の様々な恵
みと共に発展してきた歴史あるまちです。
　私たちは、これまでもこうした先人たちが築いて
きた貴重な歴史、文化、豊かな自然を生かし、希望
に満ちた平和なまちを目指してきました。
　今後も、未来を担う子どもたちが健やかに成長し、
安心して幸せに暮らし続けることができる、市民に
愛される焼津市を引き継いでいくためには、私たち
一人一人がまちの未来をどのように創っていくのか
を考えるとともに、市民、議会、市長等が焼津市の
自治の当事者として、課題の解決に向かって、お互
いに尊重しつつそれぞれが持つ特性や能力を発揮し
ていくことが必要です。
　そこで、ここに、焼津市の自治の基本原則を明ら
かにするとともに、自治推進のための基礎として、
焼津市自治基本条例を制定します。

第１章　総　則
（目的）
第１条　この条例は、焼津市のまちづくりの推進に

関する基本原則並びに市民が尊重されること及び
守ること並びに議会及び市長等の役割及び責務を
明らかにするとともに、自治を推進するための基
本的な事項を定め、もって自治の確立を図ること
を目的とします。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによります。
（1）住民　市内に住所を有する個人をいいます。
（2）事業者　市内に事務所又は事業所を有し事業を

行う個人及び法人その他の団体をいいます。
（3）地縁コミュニティ　住民等が地縁によってつな

がりを持ち、お互いに助け合い、共通の目的を
達成するために活動する団体をいいます。

（4）公益コミュニティ　構成員が共通の目的を持ち
公益の推進に資する活動を行う団体で、市内に
事務所を有し活動するものをいいます。

（5）市民　住民、市内に通学又は通勤する住民以外
の個人、事業者、地縁コミュニティ及び公益コ
ミュニティをいいます。

（6）市長等　市長（水道事業管理者の権限を行う市
長を含みます。）、病院事業管理者、教育委員会、
選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業
委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

（7）まちづくり　市民の暮らしにおける課題その他
の地域社会の課題を解決し、まちの魅力及び活
力を高めるための持続的な活動をいいます。

（条例の位置付け）
第３条　市民、議会及び市長等は、この条例を焼津

市の自治を進めるための基本的指針として尊重し
ます。

２　議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、
改廃及び運用に当たっては、この条例との整合を
図ります。

（まちづくりの推進に関する基本原則）
第４条　市民、議会及び市長等は、次に掲げる基本

原則により、まちづくりを進めます。
（1） 情報共有の原則　市民、議会及び市長等は、ま

ちづくりに関する情報をお互いに提供し、共有
します。

（2）参加の原則　議会及び市長等は、市民参加によ
り、まちづくりを進めます。

（3）協働の原則　市民、議会及び市長等は、協働に
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より、まちづくりを進めます。
２　市民は、まちづくりに関し合意を形成するに当

たっては、市民同士の対話を十分に行うことに努
めます。

第２章　市民が尊重されること及び守ること等
（市民が尊重されること）
第５条　住民は、まちづくりの当事者として市長等

が行うまちづくりに参加する権利を有します。
２　市民（住民を除きます。）は、住民に準じ、市長

等が行うまちづくりに参加することができます。
３　市民は、市政に関する情報を取得する権利を有

します。
（市民が守ること）
第６条　市民は、まちづくりへの参加に当たっては、

お互いに認め合い、思いやりの心を大切にします。
２　市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見

を持つ他者の価値観の多様性を認め、論議します。
３　市民は、住みよいまちの実現に努めます。
４　住民は、次世代への責任を認識し、まちづくり

の当事者として、自らの生活や地域社会のあり方
を考え行動します。

（子どもが尊重されること）
第７条　市民、議会及び市長等は、未来の焼津市の

担い手である子どもが安心して健やかに育つ安全
な環境の整備に努めます。

２　市長等は、子どもにまちづくりに関する意見を
述べる機会を与えることが特に重要であることに
鑑み、子どもがその意見を述べる機会を設けるよ
う努めます。

（事業者が尊重されること及び守ること）
第８条　事業者は、地域社会の一員として、周辺環

境との調和に留意し、暮らしやすいまちづくりに
寄与するよう努めます。

２　市民（事業者を除きます。）、議会及び市長等は、
事業者が行う経済活動がまちづくりに貢献するも
のであることに鑑み、事業者の活動に対する理解
に努め、事業者とともにまちづくりに取り組みま
す。

（地縁コミュニティ）
第９条　地縁コミュニティは、地域社会の課題解決

に向けて自発的に活動します。
２　地縁コミュニティは、住民の意見を調整し合意

を形成し、それを実践します。
３　地縁コミュニティは、公益コミュニティ、事業

者、学校等の団体及び市長等と連携して活動しま
す。

４　市長等は、地縁コミュニティの自律を尊重し、
かつ、その力が最大限発揮されるように支援しま
す。

（公益コミュニティ）　
第 10 条　公益コミュニティは、地域社会を構成す

る一員として、地縁コミュニティ、事業者、学校
等の団体及び市長等と連携して活動します。

第３章　議会及び議員の役割及び責務
（議会の役割及び責務）
第 11 条　議会は、焼津市の意思決定機関として、

市民の意思を把握し、その意思を市政に反映させ
るように努めます。

２　議会は、市政運営に対する監視機能を果たしま
す。

３　議会は、意思決定の内容及び過程を市民に分か
りやすく説明し、開かれた議会運営を行います。

（議員の役割及び責務）
第 12 条　議員は、議会の役割及び責務を認識し、

地域社会の課題及び市民の意見を把握するととも
に、総合的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を
行います。

２　議員は、職務に伴う調査研究活動等を通じ、議
会における審議及び政策立案の充実に努めます。

第４章　市長等及び職員の役割及び責務
（市長等の役割及び責務）
第 13 条　市長は、焼津市の代表者として、政治倫

理を守り、公正かつ誠実に職務を行います。
２　市長は、市政に関する基本方針を広く市民に明

らかにし、総合的見地から市政運営を行います。
３　市長は、職員が市民のためにその能力を最大限

に発揮して職務に取り組むことができるよう、職
員に研修や実践の機会を与えるように努めます。

４　市長等（市長を除きます。）は、その権限及び
責任において、公正かつ誠実に職務を行います。

　（職員の役割及び責務）
第 14 条　職員は、全体の奉仕者であることを自覚し、

公正、誠実かつ適切に行動します。
２　職員は、社会状況の変化、市民ニーズ等を的確

にとらえるとともに、事務事業の目的を常に意識
し、職務を行います。

３　職員は、市民との対話を大切にし、市民の求め
に対して、適切に説明します。

４　職員は、政策等を立案し、及び遂行する能力の
向上に努めます。
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第５章　市民参加及び協働
（市民参加）
第 15 条　議会及び市長等は、まちづくりのための

政策や事業の決定及び実施に当たって、多様な形
での市民参加により行います。

２　市民は、市の説明会などに参加するほか、広報
紙、インターネット等様々な方法を通じて情報を
取得するとともに、自らも市やその他の市民にま
ちづくりに関する情報を積極的に発信するように
努めます。

３　市長等は、まちづくりのための政策や事業の決
定及び実施に当たって市民が参加しやすいよう
に、様々な形の参加の機会を設けるとともに、市
民へ参加を働きかけます。

４　市長等は、まちづくりのための政策や事業の決
定及び実施に当たって市民の参加を働きかける場
合には、幅広い市民の声を反映することができる
ような手法を採るように配慮します。

（協働）
第 16 条　市民、議会及び市長等は、地域社会の課

題の解決に向けて、それぞれの自覚と責任の下に、
その立場や特性を認め合い、目的を共有し、一定
の期間において連携・協力する協働の取組により、
まちづくりを進めます。

２　市長等は、まちづくりを進めるに当たっては、
事業者、地縁コミュニティ及び公益コミュニティ
の果たす役割が重要であることに鑑み、積極的に
これらの者と協働し、まちづくりを進めます。

３　市民、議会及び市長等は、それぞれの担う領域
や役割分担を定めた協働のルールを創ります。

４　市民、議会及び市長等は、協働によるまちづく
りを進めるための人材の発掘及び育成並びに情報
の収集及び提供に努めます。

５　市民及び市長等は、協働によるまちづくりを進
めるため、双方が対話の場を設けるように努力し
ます。

（まちづくり市民集会）
第 17 条　市長は、協働してまちづくりを進めるため、

まちづくり市民集会を開催します。
２　まちづくり市民集会は、市民、議員及び市長等

が参加し、地域社会の課題や焼津市の未来につい
て意見交換し、情報を共有することを目的としま
す。

３　市長は、特別の事情がない限り、まちづくり市
民集会を年１回以上開催します。

４　まちづくり市民集会の実施に関し必要な事項は

別に定めます。
（まちづくりサポーター）
第 18 条　市長は、焼津市以外に住んでいる焼津市

出身者、焼津市にゆかりのある人及び焼津市のま
ちづくりを応援してくれる人又は法人その他の団
体で希望するものが焼津市まちづくりサポーター
としてまちづくりに関わってもらえるよう努めま
す。

第６章　市政運営
（情報の管理及び提供）　
第 19 条　市長等は、民主的で開かれた市政運営を

行うため、焼津市情報公開条例（平成 18 年焼津
市条例第２号）に基づき市政運営に関する情報を
適正に管理し、市民に公開します。

２　市長等は、決定した結果を公開するだけでなく、
その過程も公開するように努めます。

３　市長等は、様々な発信手段を活用し、市民が必
要とする情報を適切かつ迅速に提供するように努
めます。

４　市長等は、焼津市個人情報保護条例（平成 14
年焼津市条例第 35 号）に基づき個人に関する情
報を厳格に管理し、及び保護し、関係者に不利益
が生じないよう適正に取り扱います。

（市の組織）
第 20 条　市長等は、社会情勢の変化に迅速かつ効

率的に対応できるように、その組織をつくります。
２　市長等は、多様な課題に対応するため、組織相

互の連携及び協力を図り、一体として、行政機能
を発揮します。

３　市長等は、より少ない人数で最大の効果を挙げ
られるように職員を適切に登用し、配置します。

　（総合計画）
第 21 条　市長は、市政運営を総合的かつ計画的に

進めるための基本構想及びこれを具現化するため
の計画（以下「総合計画」といいます。）を策定
します。

２　市長は、総合計画の策定に当たっては、市民の
参加のもとに十分話し合い、総合計画に市民と市
長等の役割分担について、明記します。

３　市長は、基本構想の策定及び変更に当たっては、
議会の議決を得なければなりません。

（行政評価）　
第 22 条　市長等は、効率的かつ効果的にまちづく

りの課題解決を図り、市民にとっての成果を高め
るために、行政評価による計画・実行・評価のマ
ネジメント・サイクルに基づく市政運営を行いま
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す。
２　市長等は、行政評価の実施に当たっては、市民

の視点に立った成果指標を定め、その達成度等に
ついて評価するものとし、その評価表を作成しま
す。

３　市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやす
く公表します。

４　市長等は、行政評価を活用し、総合計画の策定
及び進行管理を行います。

（財政運営）
第 23 条　市長は、市政の運営が市民の負担の上に

成り立っていることに鑑み、最少の経費で最大の
効果を挙げる健全な財政運営を行います。

２　市長は、焼津市の財政状況を総合的に把握する
とともに、財政指標の目標値を定めて財政計画を
つくり、健全な財政運営を行います。

３　市長は、焼津市の財政運営の状況を取りまとめ、
その情報を市民に分かりやすく公表します。

４　市長は、総合計画及び行政評価を踏まえて、事
業に優先順位をつけ、財源が適切に配分されるよ
う予算編成を行います。

（公共施設）
第 24 条　市長は、財政や人口の状況等に応じて公

共施設の適正な配置を行うとともに、配置された
公共施設を効率的かつ効果的に管理し、及び運営
します。

２　市民は、まちづくりのために公共施設を有効に
活用するように努めます。

第７章　他の自治体との連携及び協力
（他の自治体との連携及び協力）
第 25 条　市長等は、共通する地域課題を解決する

ための施策の実施、効率的かつ効果的な市政運営
のための広域にわたる事務処理、大規模災害時の
相互応援等について、他の自治体と連携し、協力
するよう努めます。

第８章　危機管理
（大地震等自然災害への備え）
第 26 条　市長等は、大地震等自然災害の発生に備

えて、市の機能を維持・継続できるように体制整
備をするとともに、計画を策定し、それを有効に
活用できるようにします。

２　市民は、日頃から防災に関心を持ち、自ら備え
るほか、大地震等自然災害の発生に際しては、地
域での活動が大きな役割を果たすことを理解し、

日頃から地域での訓練などの活動を行い、災害に
強い地域づくりに努めます。

（大地震等自然災害以外の非常事態への対応）
第 27 条　市民、議会及び市長等は、大地震等自然

災害以外の重大な事故、事件、感染症の拡大その
他の非常事態に対しても適切な対応が行えるよう
に日頃から事前の準備に取り組みます。

第９章　条例の実効性の確保及び見直し
（条例の実効性の確保）
第 28 条　市長は、この条例の実効性を確保するため、

毎年、市民へ啓発及び職員研修等を実施します。
２　市長は、この条例に基づく市長等の取組の進行

を管理するとともに、その結果を取りまとめ、市
民に公表します。

（推進委員会）
第 29 条　この条例の運用状況を点検するとともに、

この条例の趣旨に関し普及啓発を図るため、焼津
市自治基本条例推進委員会（以下「推進委員会」
といいます。）を設置します。

２　推進委員会の組織及び運営について必要な事項
は、市長が規則で定めます。

（条例の見直し）
第 30 条　市長は、この条例の施行の日から４年を

超えない期間ごとに、この条例の規定について検
討を加え、その結果に基づいて見直しを行う等の
必要な措置を講じます。

２　市は、この条例の見直しに当たっては、広く市
民の意見を聴かなければなりません。

附　則	
　この条例は、平成 26 年 10 月１日から施行します。

条例の内容を
理解し・尊重し
守りましょう。
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条例施行までの経過と取り組み

・自治基本条例づくりに向けた行政研修会の開催

・自治基本条例を考える市民会議を発足し、自治基本条例の検　

　討開始

・市民対象に「自治基本条例とは何か！なぜ、必要なのか！」と

　題して大ワールドカフェ開催

　（以降、市民会議において自治基本条例の素案づくりに向けて

　計24回の会議を開催）

・自治基本条例を考える市民会議ニュース「まちづくり回覧板」の

　発行開始（第23号まで発行）

・庁内調整会議の開催

・庁内策定員会・策定作業部会の開催（H24.6月～H25.12月計6

　回開催）

・庁内策定作業プロジェクトチーム会議（H24.6月～H25. 8月

　計８回開催）

・自治基本条例を考える市民会議によるPI活動（※）

　第１期PI活動（６月～９月全32回開催）

・「オータムフェスト㏌やいづ2012」にてPR活動

・市民対象に「自治基本条例を考える市民会議の活動経過と中間

　成果報告を受けてワークショップ」の大ワールドカフェ開催

・自治基本条例を考える会市民会議案の策定作業グループ会議開

　催（H24.12 月～H25.8月計9回開催）

・「第59回焼津みなとまつり」にてPR活動

・第２期PI活動（６月～７月　公民館単位で全11回開催）

・市民会議案を市長に提出

・庁内意見募集

・条例案パブリックコメント募集（H25.12.20～H26.1.20）

・市議会2月定例会へ条例案を提出、全会一致で可決

・焼津市自治基本条例の公布（3月26日）

・広報やいづ6月1日号に啓発記事掲載

・市職員研修の実施

・焼津市自治基本条例施行（10月1日）

平成23年度　8月

11月

　　　　　　 3月

平成24年度　6月

　 　　　　　9月

　　　　　　12月

平成25年度　4月

6月

9月

11月

12月

3月

平成26年度　6月

7月

10月

※PI活動とは、計画の策定や事業実施の段階において、多様な市民の意見を反映するために、市民との
　意見交換、合意形成を行うこと。
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